
（上乗分） （上乗分） （上乗分） （上乗分） （上乗分） （上乗分） （上乗分） （上乗分）

（軽減分） （軽減分） （軽減分） （軽減分）

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 第６段階 第７段階 第８段階 第９段階 第１０段階 第１１段階 第１２段階 第１３段階

●生活保護受給
者
●老齢福祉年金
受給者
●本人の前年中
の合計所得金額
と課税年金収入
の合計が80万9
千円以下

●本人の前年中
の合計所得金額
と課税年金収入
額の合計が80万
9千円を超え120
万円以下

●本人の前年中
の合計所得金額
と課税年金収入
額の合計が120
万円を超える

●本人の前年中
の合計所得金額
と課税年金収入
額の合計が80万
9千円以下

●本人の前年中
の合計所得金額
と課税年金収入
額の合計が80万
9千円を超える

●本人の前年中
の合計所得金額
が120万円未満

●本人の前年中
の合計所得金額
が120万円以上
210万円未満

●本人の前年中
の合計所得金額
が210万円以上
320万円未満

●本人の前年中
の合計所得金額
が320万円以上
420万円未満

●本人の前年中
の合計所得金額
が420万円以上
520万円未満

●本人の前年中
の合計所得金額
が520万円以上
620万円未満

●本人の前年中
の合計所得金額
が620万円以上
720万円未満

●本人の前年中
の合計所得金額
が720万円以上

月額
保険料

基準額
×0.285

基準額
×0.485

基準額
×0.685

基準額
×0.9

基準額
(5,300円)

基準額
×1.2

基準額
×1.3

基準額
×1.5

基準額
×1.7

基準額
×1.9

基準額
×2.1

基準額
×2.3

基準額
×2.4

年額
保険料 18,100円 30,800円 43,600円 57,200円 63,600円 76,300円 82,700円 95,400円 108,100円 120,800円 133,600円 146,300円 152,600円

・課税年金収入額…障害年金や遺族年金などの非課税年金以外の年金収入額です。	

対
象
者

令和７・８年度　佐倉市介護保険料

・第１段階～第３段階の年額保険料は、保険料軽減強化により引き下げられています。（第１所得段階は、２８，９００円から１８，１００円に、

第２所得段階は４３，６００円から３０，８００円に、第３所得段階は４３，９００円から４３，６００円にそれぞれ引き下げられています。）

・令和６年（１～１２月）の老齢基礎年金（満額）の支給額が８０万９千円となったため、第１・２・４・５段階の基準を見直し、年金収入等８０

万９千円を基準にすることとなりました（令和７年４月施行）。

・合計所得金額…収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、基礎控除や医療費控除などの所得控除や繰越控除をする前の金額

です。なお、長期・短期譲渡所得がある場合は、それにかかる特別控除額は差し引いて適用します。

介護保険料は、介護の給付に必要な額を勘案して算出される基準額をもとに、

所得に応じた負担となるよう決められています。ご自身の介護保険料を確認し

てみましょう。

はい いいえ

はい いいえ

いいえ

いいえ

いいえはい

① ② ③

本人の前年の合計所得額は？あなたは市民税を課税されている

620万円以上

720万円未満

520万円以上
620万円未満

420万円以上
520万円未満

320万円以上
420万円未満

210万円以上
320万円未満

120万円以上
210万円未満

120万円未満

720万円以上

生活保護を受給している

スタート

老齢福祉年金を受給している

同じ世帯に市民税を課税されている人がいる

本人の前年の合計所得

金額と課税年金収入額

の合計が80万9千円以下

本人の前年の合計所得金額と課税

年金収入額の合計が

①80万円9千円以下

②80万9千円を超えて120万円以下

③120万円を超えている

本人が市民税非課税

世帯全員が市民税非課税 同世帯に市民税課税者がいる

本人が市民税課税

佐倉市の

基準額

はい

はい


